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制度的同型化としての会計基準の国際的統一
―東南アジア，特にマレーシアを事例として―

平 賀 正 剛
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本稿の目的は，特に新興経済圏において観察される会計基準の

IFRSへの統一が，新制度論において論じられる制度的同型化（in-

stitutionalisomorphism）として説明可能なことを明らかにする点

にある。そのための事例として，東南アジアの新興経済諸国，とり

わけアジア通貨危機後のマレーシアにおける会計基準の内容と，そ

の設定・改訂の動向に注目する。

制度的同型化とは，社会的な正当性を獲得するために，一般に正

統であると認められた方法や構造を採用した結果，多くの組織が均

一化していくことを指す。この制度的同型化は，当該方法や構造の

採用を促す様々な制度的圧力（institutionalpressures）を受けた結

果生じるものである。

東南アジアにはアジア通貨危機後，IFRSへの収斂やIFRSの採用

を促す制度的圧力（institutionalpressures）が存在してきた。ただ

し，マレーシアでは，同国の採用していたルック・イースト政策が

その制度的圧力を阻んでいた。ゆえに1998年から2003年の間に設

定された同国の会計基準には，当時のIASと比較した場合，重要な

相違点が確認できる。その後，ルック・イースト政策が事実上転換

されると，マレーシアにおいてもIFRSへの完全収斂計画が公表さ

れ，現在その作業はほぼ終了している。これはマレーシアが東南ア

ジアに存在している制度的圧力を受け入れた結果，制度的同型化と

してのIFRSへの収斂が生じたものと解釈できる。以上の事実は，

東南アジアの新興経済諸国における会計基準のIFRSへの統一が，

制度的同型化として説明可能であることの証左となる。
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Ⅰ はじめに

21世紀に入り，多くの国が自国の会計基準

を国際財務報告基準（InternationalFinan-

cialReportingStandards;IFRS）に収斂さ

せ，あるいはIFRSを自国基準として採用し

ている。実はこのような動向は，すでに1980

年代から，特に新興経済国（1）において多く

観察されてきた（2）。一方，学術界では新興

経済国へのIFRSの適用はかねてより批判の

対象となっていた。Briston［1978］,Samuels

andOliga［1982］,Hove［1986］,Yuand

Lee［1987］,Belkaoui［1988］,Perera［1989］,

RiahiBelkaoui［1994］, Ndzinge and

Briston［1999］などの諸研究では，概ね次

のような見解が示される。すなわち，発展途

上国では市場システムが脆弱であり，資源の

効率的配分が市場を通じて行われにくいため，

政府当局による経済介入の必要性が先進国に

比べ高くなる。ゆえに政府当局が財務情報の

主たる利用者となり，経済計画立案に当該情

報を役立てる。したがって，有効に機能する

市場を前提とし，民間部門の投資意思決定有

用性を目的としたIFRSは新興経済国に適切

な会計基準とは言えない（3）。

ところが，新興経済国におけるIFRSの採

用は現在に至るまでいっそう顕著となってい

る。Deloitteの調査（Deloitte［2012f］）に

よれば，調査対象のうち新興経済圏に該当す

る118法域のうち68法域が上場企業に対し

IFRSの適用を強制または容認している。残

りの法域には，後述するマレーシアのように，

IFRSとの収斂を果たした自国基準を上場企

業に適用している国も含まれることから，

IFRS適用を求める法域数は実質的にさらに

多いと考えられる。

上記の研究が指摘するように，IFRSが新

興経済国の経済にとって真に何らかの障害と

なるのであれば，IFRSの採用はここまで進

んではいないであろう。ところが実際には多

くの新興経済国でIFRSが採用されている。

この事実は，従来の研究では，現実の現象を

必ずしも十分に説明できなかったことを意味

している。

新興経済国におけるIFRS適用への懐疑的

見解は，Muellerの著作を源流とする伝統的

な国際会計論に依拠している。すなわち，

Mueller［1968］が指摘したように，企業会

計のあり方は各国の環境と密接な関係があり，

特定の会計原則を環境の異なる他国に適用す

ることは難しい（Mueller［1968］,p.97）

という思考が根底にある。Mueller以降，多

くの研究を経て国際会計論は精緻化されてき

た。いまや通説となった環境と会計との相関

関係は決して否定されるものではない。とは

いえ，新興経済国において IFRSの採用や

IFRSへの収斂という現象がなぜ起こるのか，

十分に説明することが難しいのであれば，新

たな枠組みを用いてそれを説明する必要があ

ろう。

同様の問題は組織論の領域においても取り

上げられてきた。1970年代までの組織論で

は，組織はその戦略を最も効率的に実行する

のに最適な組織構造を選択すると考えられて

きた（佐藤・山田［2004］，p.147）。ところ

が現実には，戦略の違いには関係なく，類似

の構造を持った組織が数多く存在することを

指摘し，その事実を理論的に説明しようとす

る研究が1970年代後半から公表されるよう

になった。これらが新制度派と呼ばれる議論

である（以下，新制度論と呼ぶ）。組織構造

は組織の置かれた独自の目的や戦略に対する

効率性を追求した結果決定されると論じられ
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る一方，実際には多くの組織構造が均一化し

ていく様子は，環境への不適合性が指摘され

ながらも，IFRSが等しく各国で採用される

という現象に一脈通じるものがある。

特定のフィールドにおいて，環境への適合・

不適合に関わらず，類似の組織構造や慣行が

普及することを新制度論では制度的同型化

（institutionalisomorphism）と呼ぶ。国際

会計の領域においても Graham andNeu

［2003］,藤井［2003］,RodriguesandCraig

［2005］,Chand［2005］,Irvine［2008］,

Judge,etal［2010］,與三野［2011］など，

近年ではIFRSの採用およびIFRSへの収斂

を制度的同型化として捉える研究が見られる

ようになってきた。このうち新興経済圏を

対象とした研究がChand［2005］とIrvine

［2008］である。

Chand［2005］はフィジーを事例とし，関

係者へのインタビュー分析を方法とした研究

である。そこでは，同国で進んでいるIFRS

への収斂が必ずしも現地固有のニーズから生

じているものではない様子を明らかにし，

これを制度的同型化として解釈している。

Irvine［2008］はアラブ首長国連邦（United

ArabEmirates;UAE）において生じている

IFRS採用を促す圧力を，新制度論の枠組み

で整理・記述したものである。いずれも特定

の新興経済国を事例とした研究ではあるもの

の（4），同型化を生じさせる制度的環境（制

度的圧力）にのみ焦点が当てられ，制度的圧

力が会計基準の変化（IFRSへの収斂または

IFRSの採用）に実際に作用する様子が描か

れていない。

そこで本稿では，制度的圧力の存在とそれ

によって生じる会計基準の変化に着目しなが

ら，東南アジアを事例として，新興経済国に

おけるIFRSの採用または現地基準のIFRS

への収斂を制度的同型化として論じる。それ

により，伝統的国際会計論の枠組みでは必ず

しも説明のつかなかったその現象を，論理的

に説明することを試みたい。

東南アジアを考察対象とする理由は，マレー

シアという国の存在による所が大きい。東南

アジアはIFRSへの収斂やIFRSの採用を促

す圧力が生じているフィールドとして認識す

ることができる。一方，マレーシア政府は，

1980年代からルック・イースト政策（Look

EastPolicy）に基づく経済・産業政策を実

施してきた。ルック・イースト政策とは，日

本や韓国など東洋の先進国を模範とした近代

化を目指す，マハティール首相（当時）の打

ち出したイデオロギーを指す。この政策が，

東南アジアに広がる上記の制度的圧力を阻む，

一種の信念となりえていたと考えられる。特

にアジア通貨危機の生じた1997年以降の数

年間は，通貨危機の発生原因を欧米諸国の投

機行動に求めた当時のマハティール首相の発

言とも相まって，ルック・イーストが強調さ

れた時期でもある。またこの時期には，マレー

シア初の民間の基準設定主体が誕生し，2003

年までに1組の会計基準が公表された。こ

の会計基準と当時のIASとの間には，重要

な相違点が少なからず確認できる。

ところが，その後のマレーシアでは，一転

してIFRSへの完全収斂計画が進み，現在そ

の作業がほぼ終了している。この背景にルッ

ク・イースト政策の緩和や転換が確認できれ

ば，マレーシアにおけるIFRSへの収斂を，

同国が東南アジアに存在している制度的圧力

を受け入れた結果生じた，制度的同型化とし

て説明することができよう。ゆえに本稿での

議論は，伝統的な国際会計論では困難であっ

た，IFRSの採用やIFRSへの収斂という現

象の合理的な説明となるだけでなく，新制度

制度的同型化としての会計基準の国際的統一
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論に根差した上記の先行研究の成し得なかっ

た，制度的圧力の存在によって生じる会計基

準の変化を描写することも可能ならしめるは

ずである。

なお後出の表2に示すように，東南アジ

アではIFRSを採用する国と自国基準をIFRS

に収斂させる国とが混在している。本稿の目

的は，そのプロセスがいずれにせよ，同地域

の会計基準が均一化していく様子を制度的同

型化として描くことである。ゆえに“採用”

と“収斂”を併記した場合の冗長さを避ける

ためにも，両者を包含する表現として，会計

基準のIFRSへの“（国際的）統一”という

言葉を用いたい。

Ⅱ 会計基準の国際的統一を促
す制度的圧力

本稿の枠組みとなる新制度論とは，Meyer

andRowan［1977］を端緒とする一連の組

織論をいう。同論文は，いわゆる公式組織が

近代社会における主流の組織構造として普及

した理由を，各組織が効率性を追求したこと

にではなく，“公式組織は効率的な組織構造

である”という一種の信念が社会で共有され

たことに求める。このような信念は制度的神

話（institutionalmyths）と呼ばれる（Meyer

andRowan［1977］,pp.347348）。その後

の文献では制度的ルール （institutional

rules）と呼ばれることも多い。

制度的神話が形成されると，いずれの組織

も，それが真に効率的であるからではなく，

それを有していることで自らが社会的に正統

性（legitimacy）を持った組織として認めら

れるという理由で，その神話を取り込んで組

織構造をデザインする（MeyerandRowan

［1977］,p.348）。その結果，どの組織も類

似の構造を持つようになる。このプロセスを

同型化（isomorphism）と呼ぶ。同型化に成

功した組織は，社会において価値のある活動

を行う“正統な”組織と認められ，存続に必

要な資源を安定的に確保できるようになる

（MeyerandRowan［1977］,p.352）。

この同型化をより精緻な理論に発展させた

のがDimaggioandPowell［1983］である。

同論文では，組織間で強い相互関係が認識さ

れているフィールドにあっては，各組織に対

しある種の圧力がかかり，組織形態や行動パ

ターンが相互に同型化していく（Dimaggio

andPowell［1983］,p.148）ことが指摘さ

れている。これは制度的同型化と呼ばれ，圧

力の種類によって次のように分類される。

1）強制的同型化（coerciveisomorphism）

（DimaggioandPowell［1983］,pp.150

151）

親会社等の上位組織，あるいは組織群が活

動している社会における政府や法律を通じ，

公式・非公式にかかる圧力を受けて生じる同

型化。

2）模倣的同型化（mimeticisomorphism）

（DimaggioandPowell［1983］,pp.151

152）

不確実性が存在する場合，すでに経験を持

つ先行組織を，他の多数の組織が模倣するこ

とによって生じる同型化。短言すれば，成功

事例の模倣といって良い。

3）規範的同型化（normativeisomorphism）

（DimaggioandPowell［1983］,pp.152

153）

特定の教育機関で教育を受けた者による組

織横断的な専門職ネットワークが存在する場

合，そこで形成された専門的意見を取り入れ

ることによって生じる同型化。

ところが，制度的同型化が進んでも，それ
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が組織にとって真の効率化につながるとは限

らないことを，DimaggioandPowell［1983］

は指摘する。外部の目には効率化したように

映ったとしても，それは，同型化を通じて社

会的な正統性を得た結果，各種の組織的行動

が容易になったに過ぎず，同型化を果たして

いない組織よりも効率的に物事を進めている

ことの証拠とはならない（Dimaggioand

Powell［1983］,p.153）。

制度的同型化理論は，前節で指摘した新興

経済国において観察される会計基準のIFRS

への統一という現象を説明するのに適して

いる。伝統的な議論によれば，先進国の環境

を想定して設定された IFRSを，新興経済

国に適用しても効率的に機能しないはずで

ある。ところが現実には，そのような指摘に

も関わらず IFRSへの統一が進んでいく。

この現象は基本的に制度的同型化と捉えられ

る。

同型化理論を用い，新興経済国における

IFRSの採用を説明した先行研究の一つが，

先にあげたIrvine［2008］である。同論文は，

UAEにおけるIFRS採用を3段階の過程で

進む制度的同型化として捉えている。具体的

には，まず国家レベルでIFRSが採用された

後，特定の企業群（特定の業界，上場企業群）

において財務報告に対する新たな規制システ

ムが整備され，さらに企業群の中の各組織に

おいて，IFRSに準拠した実務が求められる

ようになる（Irvine［2008］,p.129）。

Irvine［2008］は，特に国家レベルに焦点

を当て，UAEにIFRSの採用を促す各種の

制度的圧力（Institutionalpressure）の存

在を論じているが，それらは Dimaggioand

Powell［1983］の示した 3タイプの制度的

同型化になぞらえ，次のように説明されてい

る。

A）強制的圧力（coercivepressures）

（Irvine［2008］,pp.132133）

世界銀行および国際通貨基金（Interna-

tionalMonetaryFund;IMF）や資本市場か

ら生じる圧力。世界銀行は，融資の条件とし

て，IFRSの採用を各国に求める場合がある。

また，ドバイの金融商品市場を国際的な金融

センターに育成しようとするUAEにとって，

会計基準の整備は必須であり，このことも強

制的圧力を生んでいる。

B）規範的圧力（normativepressures）

（Irvine［2008］,pp.133134）

UAE国内におけるビッグ4の進出は目ざ

ましく，クライアントに対し，IFRSに準拠

した財務諸表の作成を求めている。このこと

を根拠に，ビッグ4がIFRS採用を促す規範

的圧力の源泉たる専門家集団とみなされる。

C）模倣的圧力（mimeticpressures）

（Irvine［2008］,pp.134135）

EUを中心とする主要貿易相手国や先進国

の多国籍企業が採用している財務報告基準，

すなわちIFRSを採用することが，貿易高や

UAEへの直接投資を増加させる上で重要な

要素であり，すなわちUAEにIFRSを模倣

的に採用させる圧力源となる。

さらにIrvine［2008］においては，模倣的

圧力に関して興味深い記述がみられる。それ

は，組織や国家に独自の強固な主体性や文化

が存在する場合，当該組織および国家は，他

国への模倣を促す圧力に抵抗する可能性があ

る（Irvine［2008］,p.134）という指摘であ

る。とすれば，各国会計基準のIFRSへの統

一を一種の制度的同型化として捉えた場合，

他国とは一線を画す独自の信念を有した国で

は，模倣的圧力への抵抗が生じ，当該国の会

計基準にIFRSからの離脱が観察される可能

性がある。そのような可能性のある国の 1

制度的同型化としての会計基準の国際的統一
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つとしてマレーシアがあげられる。

Ⅲ 制度的同型化からの逸脱事
例としてのマレーシア

マレーシアでは，1998年に初の民間会計基

準設定主体であるマレーシア会計基準審議会

（MalaysianAccountingStandardsBoard;

MASB）が誕生し，2003年までに 33の基

準からなるMASBStandards（MASB基準）

を完成させた。マレーシアでは，国際会計基

準（InternationalAccountingStandards;

IAS）に必要な修正を加え，これを国内基準

として承認するという方法で基準設定を行っ

てきた歴史がある（MacGregor,Hossainand

Yap［1997］,p.107）。MASB基準もこの例

外ではない。

MASB基準に先駆け，MASBは 1998年

に討議資料第1号『財務諸表の作成と表示

に関するフレームワーク案』（Discussion

PaperNo.1A ProposedFrameworkfor

PreparationandPresentationofFinancial

Statements;DP1）を公表した。DP1は，

タイトル通り，MASBによる会計基準設定

のための概念フレームワークの叩き台であっ

たが，実質的にはMASB基準のフレームワー

クとして機能していた（5）。DP1は，基本的

に国際会計基準委員会（InternationalAc-

countingStandardsCommittee;IASC）に

よる『財務諸表の作成と表示に関するフレー

ムワーク（FrameworkforPreparationand

Presentation ofFinancialStatements）』

（IASCフレームワーク）をそのまま採用し

た内容であるが，独自の記述も散見される。

中でも注目されるのは，発展途上国たるマレー

シアの環境に配慮した基準設定の必要性を強

調している点（MASB［1998］,pars.1（c）,

811）である。このDP1を枠組みとして設

定されたMASB基準には，当時のIASから

の乖離が見られる可能性が高い。それには当

時のマレーシアの置かれた状況が大きく関係

している。

1997年7月にタイで発生した通貨危機は，

DP1公表時には近隣諸国に飛び火していた。

この時，タイ，インドネシア，韓国が国際

通貨基金（InternationalMonetaryFund;

IMF）から支援融資を受けたが，これらの国々

はその条件として趣意書（letterofintent）

をIMFに提出し，市場の整備や規制緩和に

重点を置く構造改革を約束した。一方マレー

シアは，固定相場制への移行や短期資本規制

など，独自の復興政策を打ち出し，IMFに

よる支援を拒否した。このマレーシアの選択

に大きく影響したのが，当時マハティール首

相が推し進めていたルック・イースト政策で

ある（近藤［2001］,p.26）。

このルック・イーストを経済産業面で体現

したのが“マレーシア株式会社”構想である。

マレーシア株式会社が“日本株式会社”に由

来する用語であることは明白である。日本株

式会社とは，米国商務省が1972年に刊行した

報告書 JAPAN,theGovernmentBusiness

Relationshipにおいて使用された，政府と

産業界の密接な協力の下著しい成長を遂げた

戦後の日本経済モデルを指す表現である。

マレーシアの日本志向は，その産業政策に

も顕著に表れている。マレーシア初の自動車

メーカーであるプロトン社の設立・育成は，

同社を頂点に系列・提携の工場を裾野とした

日本型の自動車産業組織を根付かせるプロジェ

クトであった（鳥居［1990］，pp.278291）。

また通貨危機当時の中期の産業計画である，

国際貿易産業省（MinistryofInternational

TradeandIndustry;MITI）によって策定さ

38



れた第2次産業基本計画（SecondIndustri-

alMasterPlan;IMP2）では，製造業を発

展させるため“Manufacturing＋＋”と称

される戦略が示された。そこでは，日本を例

にあげ，メーカーと部品等の外部供給業者が

密接に連携し，ジャスト・イン・タイムの在

庫管理を行うことの重要性が説かれている

（MITI［1996］,p.28）。これはまさに日本の

自動車業界の構造がマレーシア産業の範となっ

ていることを意味している。以上の事実を考

慮すれば，市場原理と自由化を重視した世界

銀行グループの融資条件は，当時のマレーシ

アにとってはおそらく受け入れがたいもので

あったに違いない。

こうしたマレーシアとIMFとの対立は，

そのまま日本型資本主義とアングロ＝サクソ

ン型資本主義の対立に置き換えられる。この

資本主義観の相違は，與三野［2011］が示

すように（表1参照），異なる会計観を生み

出す。事実IMFの上記3ヶ国に対する融資

の条件には，いずれも会計に関するルール

や実務の見直し（GovernmentofThailand

［1998］,par.12;GovernmentofIndonesia

［1998］,par.15;GovernmentofKorea

［1998］,par.28）が盛り込まれた。

これは，IMFの姉妹機関である世界銀行

（毛利［2001］,p.20）が80年代後半から打

ち出した，市場原理や民間部門の開発に重点

を置く途上国開発政策に由来している。同銀

行の年次報告書によれば，その政策の核の一

つが金融市場の自由化であり，会計および開

示基準の適切性がそのための不可欠な要素で

あるとして，会計基準の整備を融資条件とし

て途上国に求める姿勢（世界銀行［1992］,

pp.65 66）が示されている。世銀や IMF

の求める会計基準がIAS/IFRSであることは

想像に難くない。そのことは，たとえばイ

ンドネシアの趣意書の中で「国際的基準を満

たす会計および監査ルールの採用と実施」

（GovernmentofIndonesia［1998］,par.15）

の必要性が述べられていることにも表れてい

る。

一方，当時のマレーシアの日本型資本主義

志向は，Irvine［2008］の指摘するIFRSへ

の統一を促す模倣的圧力を阻む信念になりえ

たと考えられる。さらにDP1を事実上のフ

レームワークとすることで，当時のマレーシ

アの環境要因（日本型資本主義）に依拠した

基準設定が進められていたとすれば，いずれ

の制度的圧力も受けることなく，MASB基

準にはIAS（世銀グループの推奨する基準）

からの乖離が生じるはずである。具体的には，

かつての日本の会計基準にみられたような，

収益費用の対応や測定属性として取得原価を

重視する傾向が，MASB基準にも見て取れ

ると予想される。

制度的同型化としての会計基準の国際的統一
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表1：資本主義観から導出される会計観

【出典】與三野［2011］,p.91表4を一部加筆の上引用。



そこで以下，次のように考察を進めていく。

東南アジアの新興経済国は，元来IAS/IFRS

を自国基準設定のベースとしてきた国が多い

ことに加え，2000年代に入り次々に IFRS

への収斂またはIFRS採用計画を公表してき

た（表2参照）（6）。そこで第一に，アジア通

貨危機後の東南アジアにIrvine［2008］の指

摘するような制度的圧力が存在してきたかど

うかを検討する。制度的圧力の存在が明らか

となれば，東南アジアにおける相次ぐIFRS

への収斂およびIFRS採用表明は，制度的同

型化と考えられる。第二に，DP1を枠組み

として設定された各MASB基準を，該当す

る当時のIASと比較する。そこで一定の乖

離が認められれば，それはルック・イースト

という独自の信念から生じた制度的圧力への

抵抗と位置付けることができよう。第三に，

その後マレーシアが一転してIFRSへの収斂

を目指すようになった時期のマレーシアの経

済産業政策を検討する。そこでルック・イー

スト政策の転換が確認されれば，マレーシア

のIFRSへの収斂計画は，独自の信念を放棄

し，東南アジア地域に存在する制度的圧力を

受け入れた結果と捉えられる。以上の3つ

の要点が立証されれば，同地域で進む会計基

準のIFRSへの統一を制度的同型化として説

明することができよう。

Ⅳ 東南アジアにおける制度的
圧力

本節では，会計基準のIFRSへの国際的統

一を促す制度的圧力が東南アジアにおいて存

在してきたかどうかを検討する。結論から言

えば，同地域にも，Irvine［2008］が指摘す

るのと同様の 3種類の制度的圧力が存在し

てきたと言える。

1.強制的圧力

世界銀行やIMFは，東南アジアにおいて

もIFRSへの統一を促す強制的圧力をもたら

すと考えられる。東南アジア諸国は，すでに

1990年代の半ばから国際金融公社（Inter-

nationalFinanceCorporation:IFC）やア

ジア開発銀行（AsiaDevelopmentBank:

ADB）といった国際的な金融機関により会
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表2：東南アジア新興経済国における現行会計基準とIFRS収斂・採用計画

【出典】次の文献をもとに筆者が作成。Deloitte［2012a,b,c,d,e］,FederationAccounting

Profession［2012］,FinancialReportingStandardsCouncil［2012］,Hanefah［2005］,

Hayes［2010］,IkatanAkuntanIndonesia［2012a,b,c］,MASB［2012］,Ministry

ofFinance［2012］,U.S.DepartmentofState［2012］,NationalAccounting

Council［2012］,Reongvan［2009］,WorldBank［2006,2008,2009］.



計制度の脆弱性を指摘されてきた（7）。これ

らの問題はアジア通貨危機を経て表面化した。

IMFが会計基準の整備を融資の条件とした

のは前節で述べた通りである。また，国連の

会計問題専門の調査グループである，会計・

財務報告の国際基準に関する政府間作業部会

（InternationalWorkingGroupofExperts

onInternationalStandardsofAccounting

andReporting;ISAR）も，1998年の報告

書の中で，アジア地域の会計制度の不整備が

通貨危機の一因となったことを指摘した（8）。

またADBも通貨危機に関し，同様の原因を

指摘している（ADB［1998］,p.36）。

上記の国際機関によって同地域の会計制度

の脆弱性が指摘され，さらにIASを範とし

た会計基準の整備が融資条件としてIMFに

よって示されたことを通じ，IAS/IFRSが，

各国の備えるべき会計基準として，同地域で

正統性を得ていったと考えられる。

2.規範的圧力

東南アジアに存在する規範的圧力も，強制

的圧力と同様，アジア通貨危機が大きく関連

している。1998年 11月，当時の世界銀行

副総裁 JulesMuis氏 は，ワシントンで開

催された先進7ヶ国蔵相会議の席上，ビッ

グ5（当時）に対し，国際的な会計基準に準

拠していない財務諸表の監査報告書に署名を

行わないよう要請した（Anonymous［1998］,

p.4）。その理由は，アジア企業の財務諸表

にビッグ 5が無限定適正意見を出したこと

により，当該財務諸表の信頼性がいたずらに

高まり，その財務的健全性について利用者に

誤った印象を与えたことが通貨危機の一因と

なった（Anonymous［1999］,p.3）ためで

ある。また翌年2月の第16回ISAR総会で

は，監査業務の市場シェアを維持したいがた

め，厳格な監査を行わなかった監査人のいた

ことがアジア通貨危機の一因（ISAR［1999］,

p.21）として指摘されるなど，ビッグ5批判

とも取れる発言が出た。またRahman［1999］

も，アジア諸国の監査基準および実務の脆弱

性を通貨危機の一因として指摘した上で，現

地の会計・監査基準が国際的な機関の定める

基準と異なる場合，その違いを監査報告書に

明記するよう提言している（Rahman［1999］,

pp.150151）。

ビッグ5はこうした批判を受け，アジア

諸国の提携会計事務所に対し，監査報告書に

レジェンドを記載するように要請した。レジェ

ンドとは，現地の会計および監査基準・実務

が国際的に認められたものとは異なることを

理由に，財務諸表の利用にあたって注意を促

す警告文である。実際には，タイ，インドネシ

ア，韓国，台湾の企業が公表するインベスター

ズ・リレーション用の英文アニュアル・リポー

トに添付された監査報告書に，レジェンドの

掲載が確認された（平賀［2000］，p.90）。

ビッグ5によるレジェンド記載要請は，

東南アジアを含めたアジア地域全般における

会計基準の脆弱性を世界に知らしめる結果と

なった。同時にレジェンドは，アジアにおけ

るIASを範とした会計基準整備の必要性を

示唆するプロフェッションの見解，すなわち，

その後の同地域における会計基準の IAS/

IFRSへの統一を促す規範的圧力となったと

考えられる。

3.模倣的圧力

Irvine［2008］では，IFRSの採用がなぜ

貿易高や対内直接投資を拡大するのかについ

て説明が不十分である。そこで本稿では，会

計基準の整備状況と直接投資との関係に注目

し，IFRSに基づいた会計基準の整備によっ

制度的同型化としての会計基準の国際的統一
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て海外からの直接投資が増大するメカニズム

をDunningの諸説に求めたい。

Dunningによれば，多国籍企業の進出先

および進出形態は，当該企業と受入国が持つ

それぞれの比較優位性と，両者が持つ制約要

因の相互関係によって決定される（Dunning

［1993］,pp.549 551）。受入国が備える比

較優位性は「立地特殊的優位（localspecific

advantage）」と呼ばれ，その1つにインフ

ラストラクチャーの整備状況があげられる

（Dunning［1979］,pp.275 276）。また立

地特殊的優位には，心理的距離（psychic

distance）という要素も含まれる。これは，

多国籍企業の本国とその受入国との間の，言

語，文化，取引，習慣などの相違の程度を指

し，この相違が小さければ，そのことが多国

籍企業の受け入れに有利に働く（Dunning

［1979］,p.276）。

会計基準は商業インフラの1つである。

また会計基準を会計慣行の蒸留物と考えれば，

多国籍企業の本国と受入国との会計基準の相

違は，心理的距離に含まれよう。ゆえに，会

計基準が整備され，かつそれが多国籍企業の

本国の基準と同じか類似していれば，受入国

の立地特殊的優位が増し，多国籍企業による

直接投資を促す結果となる。

表3はアジア通貨危機の前後10年間の，

東南アジアの新興経済国への国別直接投資額

の比率を示している（9）。単独国としては日本

および米国の占める割合が多い。同時にEU

による投資額も日米に匹敵する。財務会計基

準審議会（FinancialAccountingStandards

Board）がIASBとのノーウォーク合意を締

結したのが2002年である。2006年にはノー

ウォーク合意が再確認され，IFRSと米国基

準統合のための短期工程表が公表された。

2007年には日本の企業会計基準委員会（Ac-

countingStandardsBoardofJapan）と

IASBとの間で東京合意が交わされた。また

EUについても2005年から域内でIFRSの

強制適用が始まったのは周知の通りである。

これらに追随するかのように，東南アジアの

主要国がIFRSの採用またはIFRSへの収斂

計画を公表していったのは（表2参照），同

地域への最大の直接投資国，日米欧の動向と

無関係ではないように思われる。

以上の考察から，東南アジア地域にもIrvine

［2008］が指摘するのと同様の，3種類の制

度的圧力が存在してきたと考えられる。

Ⅴ MASB基準とIASとの比
較検討

では次にMASB基準（表4参照）と当時
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表3：東南アジア新興経済国への国別直接投資額（1995～2004年フロー合計）

単位：百万米ドル

【出典】ASEAN（［2005］,pp.158 159）をもとに筆者が作成。



のIASとを比較検討する。その前に触れて

おきたいのが，1組のMASB基準が完成し

た時点ですでに廃止されていたIAS9号『研

究開発費』およびIAS4号『減価償却の会計』

が，それぞれ MASB基準 4号および 14号

として，ほぼ内容の変更なく国内化されてい

た事実である。

IAS4号および9号の廃止は，償却という

手続に対する考え方が変化したことを意味す

る。現行のIAS16号（pars.29 42）および

38号（pars.72 87）では，いずれも償却に

先立ち当該資産の当初認識後の測定を求めて

いる。同時に，償却期間，残存価額や償却方

法の見直しが毎期末に義務付けられている

（IAS16,pars.51,61;IASB38,par.104）。こ

れは，減価償却方法の適用に継続性を求める

IAS4号（par.12）や5年以内での規則的な

開発費償却を定めるIAS9号（par.23）とは

異なる会計観に基づいている。すなわち，旧

来のIASにおいて考えられていたのが，収

益・費用の対応による適正な期間損益計算と

いう観点からの償却であったのに対し，IAS4

号および9号廃止以降のIASにおける償却

は，資産あるいは持分の正確な測定という観

点から規定されているのではないだろうか。

MASB基準は，前述のように当時のIAS

をベースとして設定された基準であるため，

両者を逐一比較することが可能である。その

結果，完全な相違（一方の基準で認められる

会計処理が，他方には含まれていないために

生じる相違）が17項目確認された。中でも

MASB基準6号に関する相違点は注目され

る。MASB基準6号（par.49）では外貨建

ての長期貨幣性項目に生じる換算差額につい

て，期間限定措置ではあるが，繰延・償却す

る処理が認められている。これは通貨危機の

影響を緩和するための処置である（par.48）

が，影響が複数の期間に及ぶことを理由に資

制度的同型化としての会計基準の国際的統一
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表4：MASB基準

※MASB17,18,32,i1は該当するIASのない基準であり、今回の考察対象外とする。



産性のない換算差額に繰延を認めている点で，

日本の繰延資産の処理を彷彿させる。

もう1つ興味深いのは，MASB基準11お

よび 12号である。当時の IAS27（par.29）

および28号（par.12）では，親会社または

投資者の個別財務諸表における子会社または

関連会社の投資は，原価，持分法または

IAS39号に示した売却可能金融資産として

処理することが認められている。一方，

MASB基準11号（pars.4446），12号（pars.

1215）では原価または再評価額での処理し

か認められておらず，持分法を代替的会計処

理から除外している。その根拠として，

MASB基準11号および12号が設定された

当時，MASBが国内基準として暫定的に承

認していたIAS25号『投資の会計処理』の

存在があげられている（MASB基準11,par.

46;MASB基準12,par.15）。

IAS25号は，IAS39号『金融商品：認識

と測定』および40号『投資不動産』によっ

て廃止された基準であり，短期投資には原価，

市場価格，低価法（par.19），長期投資には

原価，再評価額，低価法（par.23）による評

価を認めている。これは，少なくとも，公正

価値測定を前面に押し出したIAS39号とは

異質な内容であり，原価評価および低価法を

認めている点で，取得原価主義の域を出るも

のではない。

以上のように，MASB基準には，当時の

IASと比較しても，繰延による期間配分や

や取得原価を基礎とした測定を重視している

点で乖離が散見される。これらは，前出の與

三野［2011］の整理する所（表1）に照ら

せば，日本，ひいてはマレーシアが保持して

いた資本主義観の下で形成される会計上の特

徴である。このことから，1990年代末から

2000年代初頭にかけて設定されたマレーシ

アの会計基準は，日本型の経済成長を志向す

るという国家的信念によりIASへの移行が

阻まれた一例と考えられる。

ところが1組のMASB基準が完成して間

もない2005年，MASBは大規模な基準改訂

に着手した。MASB基準は財務報告基準

（FinancialReportingStandards;FRS）の

名称に改められ，基準番号もIAS/IFRSに一

致する形で整理された。2006年には，それ

までマレーシアで基準化されていなかった

IAS/IFRSが取り入れられ，1組の FRSが

完成した（10）。2007年にはIASCフレームワー

クが正式にMASBの概念フレームワークと

して採用され，DP1は姿を消した。2008年

には，2012年までにIFRSとの完全収斂を

達成する計画が MASBより公表された

（MASB［2012］）。現在その作業は完了し，

ほぼすべてのIAS/IFRSがマレーシア財務報

告基準 （MalaysianFinancialReporting

Standards）として2012年1月1日付で発

効している。

これらの動向は，ルック・イースト政策の

転換がその背景となっていると思われる。

2000年初頭から，政府およびその関連機関

によって公表された経済・産業関連の諸政策

において描かれる社会像は，アングロ＝サク

ソン型の経済社会を想起させるものであり，

日本型経済志向の放棄とも取れる大きな政策

転換がうかがえる。たとえば，2001年にマ

レーシア政府の公表した知識基盤型経済基本

計画（K basedEconomyMasterPlan），

同年に財務省（MinistryofFinance）の管

轄機関である証券委員会（SecuritiesCom-

mission） が公表した資本市場基本計画

（CapitalMarketMasterPlan），さらには

国際貿易産業省（MinistryofInternational

TradeandIndustry;MITI）が2006年に公

44



表した第3次産業基本計画（ThirdIndustri-

alMasterPlan）には，そのような傾向が顕

著である。

資本市場基本計画は，文字通り，資本市場

の整備のための計画である。そこには，マレー

シア企業に対し株主価値最大化重視の考えを

徹底させ，その観点から株主価値を適切に

開示し（SecuritiesCommission［2001］,p.

220），投資家の保護および教育を推進する

提言（SecuritiesCommission,［2001］,p.

262）がなされている。また，第3次産業基

本計画は，同計画の適用期間の2006年から

2020年までの15年間で6.3％の経済成長を

達成することを目標の 1つに掲げているが

（MITI［2006］,p.41），サービス産業をその

成長の主たる原動力として位置付けている

（MITI［2006］,p.67）。株主価値の最大化重

視，あるいは製造業中心からサービス産業中

心へという産業構造の変化は，それまでの諸

計画には見られなかったものであると同時に，

アングロ＝サクソン型の経済社会を連想させ

るものである。

また，特に会計基準に直接関係した部分に

ついて言えば，知識基盤型経済基本計画にお

いて，会計基準の改革が民間部門改革の一項

目としてあげられている。そこでは，既存の

マレーシアの会計基準は製造業を前提とした

基準であり，2006年までに知識基盤型経済

に適合した基準に改訂することが課題として

明示されている。事実，MASB基準に代わ

るFRSの設定が完了したのは，上述のよう

に2006年である。

「製造業を前提とした会計基準」とは，ルッ

ク・イースト政策の下，日本を模した自動車

産業中心の成長戦略が実施される中で設定さ

れてきた会計基準と解される。知識基盤型経

済に適した会計基準がどのようなものである

かはさておき，ルック・イーストに根差した

経済政策が転換されるのと同時に会計基準も

IFRSへの収斂に大きく舵が切られたのは間

違いない（11）。

以上の事実関係から，MASB基準完成後，

IFRSへの移行を阻んでいた国家的信念が放

棄されたことにより，東南アジアに既存の各

種制度的圧力を受け，同国会計基準のIFRS

への収斂が一気に進んだと解される。本節で

述べたマレーシアの会計基準の変遷は，当該

地域に観察される会計基準のIFRSへの国際

的統一を制度的同型化として解するに十分な

証左となるのではないだろうか。

Ⅵ むすびにかえて
―本研究の今後の課題―

本稿では，東南アジアで進む会計基準の国

際的統一を，マレーシアの会計基準の変遷に

注目しながら，新制度論を枠組みとして考察

した。その結果，同地域において生じる会計

基準の国際的統一という現象は，外的な制度

的圧力によって生じる制度的同型化として捉

えられることが明らかとなった。このことに

より，各国固有の環境変数と会計制度（会計

基準）との関係を重視する伝統的な国際会計

論の枠組みでは説明困難であった現象を，あ

る程度論理的に説明することができたのでは

ないだろうか。最後に，本研究に残された今

後の課題を二つ提示し，むすびに代えたい。

本研究では，新制度論において同型化と並

ぶ重要な概念である脱連結（decoupling）に

触れていない。会計基準の国際的統一の問題

において脱連結をどのように論じていくかが

一つ目の課題である。

脱連結は同型化が生じる際に同時に観察さ

れる。組織が制度的ルールを取り込んで同型

制度的同型化としての会計基準の国際的統一
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化していくのは，そのルールが当該組織にとっ

て効率的であるという理由からではないこと

は本稿でも述べた。すなわち，制度的ルール

が高度に一般化されすぎているがゆえに，現

場レベルでの具体的かつ多様な問題に対応で

きないなど，制度的ルールが非効率性を生じ

させる場合さえある。この時組織は，制度的

ルールと実際の活動を非公式に調整すること

により，組織の正当性を保ちながら，安定化

を図ろうとする（MeyerandRowan［1977］,

p.355）。これが脱連結の概念である。会計

基準の議論で言えば，IFRSを連結財務諸表

にのみ適用し，個別財務諸表への適用を避け

ることも，脱連結の一例と指摘される（藤井

［2003］,pp.193）。

会計基準の国際的統一を制度的同型化とし

て説明するのであれば，東南アジア諸国にお

いてどのような脱連結としての現象が生じて

いるのか，明らかにする必要があろう。その

ことにより，本研究の説得力も一段と増すは

ずである。

もう一つの課題は，本研究のわが国におけ

る社会的貢献を考えることである。注意され

たいのは，本研究は，ルック・イースト政策

の如き強固な信念がない限り，各国基準が

IFRSに完全統一され，IFRSに準拠した実

務が世界の全企業に浸透していくことを示唆

するものではない，ということである。上述

のように，会計基準の国際的統一を制度的同

型化と解釈すれば，そこには必ず脱連結と解

される事象が見られるはずである。

また近年の新制度論研究では，制度的圧力

を受けた組織が，脱連結にとどまらず，多様

な対応を採ることも明らかにされている。た

とえば Oliver［1991］では，制度的圧力の

生じている環境に応じ，組織はいくつかの戦

略的対応を見せることが論じられている。そ

の中には制度的圧力の源泉に働きかけ，制度

的ルール自体を操作しようとする動きまで含

まれる（Oliver［1991］,pp.157158）。

とすれば，IFRSへの国際的統一が多くの

国で進んだ今，各国がその国益や国際的立場

に照らし，様々な調整を図る段階に入ってい

くであろうことが予想できる。わが国も，新

制度論という視座から会計基準の国際的統一

の問題を捉え直した上で，日本基準とIFRS

との収斂に関する戦略を考える必要に迫られ

るかもしれない。それに備え，新制度論のレ

ンズを通して各国を概観した場合，どのよう

な戦略的対応が採られているのか，またどの

ような戦略的対応が採用可能なのか，明らか

にしていく必要がある。

注
（1）本稿では，世界銀行（WorldBank）が一人当

たり国民総所得を基準に定義する，高所得経

済国（High incomeeconomies）に属する国

以外をすべて新興経済国とする。

（2）IASC［1988］,UNCTAD［1991］,Saudagaran

andDiga［1997］にそのような調査結果が見

られる。

（3）中でもBelkaoui［1988］,Perera［1989］,Riahi

Belkaoui［1994］は，政府当局の経済計画策

定への有用性を目的とした，弾力性の低い会

計基準と標準化された会計システムの構築が

新興経済圏に必要であることを述べている。

（4）UAEは，本稿で採用する新興経済国の定義に

よれば，高所得経済国に該当するが，Irvine

［2008］においてはUAEを新興経済国として

扱っているため，先行研究の一つにあげてい

る。

（5）いくつかの MASB基準には設定にあたって

DP1を適用した旨が述べられている。詳細に

ついては平賀［2006］,p.113を参照されたい。

（6）表2の「不明」は今回の調査で当該項目に関

する情報を入手することができなかったこと

を意味する。

（7）IFC［1995］,p.268ではインドネシアの，ADB

［1995］,p.223,227ではインドネシア，フィ

リピン，タイの会計制度の脆弱性が指摘され

ている。
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（8）この報告書はRahman,M.Z.によって執筆さ

れ，1999年にISARの報告書に掲載された。

本稿ではこれをRahman［1999］として参考

文献に収録する。

（9）2005年以降の金額については，特定の国から

の直接投資額に関して情報が欠落している場

合が多いため，信頼性の高い情報を示すとい

う意味で，今回は2004年までの数値を示すに

とどめた。参考までに，日本ASEANセンター

の集計したデータによれば，2005年から2010

年における対ASEAN直接投資額のうち，米

国が 17.5％，EU27ヶ国が 42.0％，日本が

4.8％であり，3極で約 64.3％を占めている

（日本ASEANセンター［2013］）。なお，今

回把握できなかった情報については調査を継

続中である。

（10）詳細は平賀［2006］を参照されたい。

（11）これらの政策転換には2003年のマハティール

首相退任も無関係ではないであろう。
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